
フランスのて

線網が樹君主iすぎるためにa 地方の群小鉄道は財政難から大会社

に合併されるとしづ現象が現われた。しかも山間へき地の住民

からは新線建設の声が強かったので、 1859 年以降，鉄道営業に

は国家が利益保証を与えることにして新線建設を行わせた。さ

らに 1879 年に 7 レシネ工部大臣は q月かに政治目的にもとづく

8,807k m, 150 路線におよぶ新線建設計画を可決させた。 7 レ

シネ計画は 1914 年の第 1 次大戦まで続行された。

戦時中は l主1m)]司王が鉄道輸送の代行者ーとして登場 したが， 大戦

後においては戦時中に人員 ・ 資材の輸送に活慨した余勢をかつ

て一般旅客 ・ 貨物の輸送に進出してきた。それにもかかわらず

1930年にも鉄道と 自動車との紛送調整に l関する法令が制定され

ていなかったため， 鉄道は免許条件書その他の法規によって活

動を制約され， 一方自動車は経営上に有する自由と蛍業団に有

する柔軟性を発保して進出を続けたので，鉄道は 1930 年の経済

恐慌を境として苦境に追い込まれるに至った。この対策として

① 自動車運送の規制 (34年) ② 鉄道巡貨の値上げ③ 組

税公課の引下げ (33年) ④経営の合理化等の一連の捕慣が突

施されたが， 1 930 年 -37 年の欠損額は 3201怠フラ γに逮し， 何

らかの抜本策をとらざるを得なくなったので，当時の人民戦線

内閣は主要産業の固有化の第一歩として， 1938 ・ 1 ・ 1 以降 5 大鉄

道および国鉄線(西部鉄道とアノレザス ・ ローレン鉄道)を合併 し

てフラ ンス・ナシ ョナル鉄道会社 (Socié té Nationale des Che. 

rnins de fer Franca is 略称 S.N.C. F) を新設させた。

この鉄道会社は国家が新会社の株式の過半数 (51 %)を所有す

ることによって会社を支配するが，従来の各会社はただちに解

散するのではなく ， それぞれの免許の満了まで存続し，自社の

株主に対して配当および償迷をf干し、，また自らのため新会社の

株式の管理に当り ， さらに新会社の管理にも参与することを許

されるとしづ特異な国有化を突き見して今日におよんでいる。な

お新会社の免許I!!J聞は 45 年と定められているため 1982 ・ 1 2 ・ 31

舎もって免許は失効し，同日以後は名実ともに国有鉄道となる。

2 鉄道の!1}~督

監督官庁 鉄道の欧督はわが国の運輸省に当る公共事業運輸

観光省 (Ministère des Travaux Publics, des Transports et 

du Tour i sme) が当り ， 大臣の諮問機関に高等運輸審議会があり ，

直接 S. N. C. F の舵'I!!i 部局としては，五Ii輸省鉄道庇督局に当

る公共事業運輸観光省鉄道輸送総局がある。

3 7 ラ γ ス・ナ"/ョナノレ鉄道会社

( 1) 後 約 この会社はわが国鉄のように全資産が悶家出

資の公共企業体ではなく株式会社(くわしくは匿名株式会社)組

織であるから ， 一定の条件内で国家組織から解放され自主的に

巡営を行いうるわけで，商法および匿名株式会社法の原 ÞllJにし

たがって運営されている。その主主主後闘は株主総会， 管沼!委員

会お よび社長である。 管理委員会は LS. N. C. F を管理する目

的のために， 会社の定款に定められた最大純阻!の権限1 を付与

されており ， 権限の範囲はつぎのものにおよんでいる。

ア 社長 ・ 副社長・支配人は管理委員会の推せんにもとづき

委員長が公共事業主E輸観光大臣の同窓をえてこれを任命する。

イ 年次予算の決定，収支の均衡を維持させることは管理委

員会の第 l の任務である。

ウ 運賃改正については， 改正当主は得税のため高等運輸若手議

会へ付託され， 公共事業運輸観光大臣の認可を受ける。

エ 会社への業務改善命令を発する。

オ 匝!休労働協約の承認，給与の決定に関する一般原 rtlJを含

む従業員規則，一般入社規定，昇進条件を定める。

カ 借入金，クレジットを承認する。

委員会の構成はっきfの 20 名の委員からな る 。

政府委員 10 名 ， 旧鉄道会社の幹部 5 名， 従業員代表 5 名。

委員長は政府委員から任命され， 委員の任期は 6 年である。

社 長 2 名の ~\IJ社長および 1 名の支配人が社長を補佐す

る。その任命には Lァ 1 に述べた規定が適用される。社長 . ffilJ 

社長・ 支配人は管理委員会の動議にもとづき罷免することがで

きる。なお管理委員会以下の組織は， 旧鉄道会社時代の俄構を

ほぼ踏襲したものであって， 本社は社長の下に社長室・総務 ・

輸送 ・ 車両 ・ 施設 ・ 営業 ・ 職員・経理・資材の務局が設けられ

ている。

わが国と異なるのは旅客 ・ 貨物輸送および配卒業務は営業局

ではなく輸送局に， 動力事の運用は車両局に鼠し，営業局は貨

客統計 ・ 宣伝 ・ 輸送調整を担当している点である。

鉄道府は 6 局あって， おおむね合併前の鉄道会社の路線を管

鈷'しており，地中海鉄道局(在マノレセイユ)を除いて ， 他の 5 局

はパ リの各ターミナノレ駅を庁舎に使用している。鉄道局の下に

は 500km ないし 1 ，500km ごとに管理部 (arrondisse ment) が

設置されており ， 営業 (expl o i ta tion ) ・ 逃転 (traction) ・ 車両 ・

軌道の 4 管辺部に分れている。多くは同一庁舎を使用している

が，各管理部長の管轄区域は運輸上の事情を考慮して設定され

ているので， 区域は必ずしも一致していない。営業管JJI!部はそ

の下に運輸 (trafic) ，運行 (mou vement) 担当の駐在運輸長を配

しており ， 駅( 1 級から 6 級におよぶ)は駐在巡輸長の指令を受

ける。ただし特級駅の管理は駅長に直接掌:短させている。

(2) 人事厚生職員数は 390，880 人 ( 1 953 年末)である。職員

は身分の確定した一般職員 と， 臨時職員ならびに任用前で見習

中の被管理職員に大別される。採用は競争試験を行い年齢 18

才以上 29 才未満のものから選抜している。特定の資絡者は幹

部予定者として採用する。職階は運輸関係の一般職員を例にと

ると，最下級の第 1 級から，鉄道局長ク ラスの第 18 級に分れ，

各級の号俸は 7 段階に区分されている。同級内の号俸の上進は

一定の期間( 2 ないし 3 年)後自動的に行われるが， 昇級は競争

試験か選抜によって決定され，第 14 級以上には試験合絡者でな

ければ任用しない。職員の身分は労働協約にもとづく従業員規

則により保護される。また職員には経営参加権を認め， 現場か

ら本社まで 1 本の経営協議会 (Comité de mixtes d'intreprise) 

が確立されている。労使混成のこの委員会は原則として年 4 回

開催し，職員に経営方法の改善， サー ビスの改良， 諸計画の立

案に参画させるだけでなく ， さらに厚生福祉制度および施設の

巡営にも当らせている。経営協議会は助言諮問俊|刻として， 職

員が経営に参画する道を開L、たものであるから，委員会の決定

事項は理事者が必ずしも笑施に移す必要はなく，提案の内容も

経営問題にかぎられ，労働組合とはおのずから性絡の異なるも

のである。

労 働労働協約によって 40 I時間労働制を建前]と し， 勤務

時間，休!iE\ . 食事・迎休等が規定され， 各事業場には労働協議

会 (Comité de tra va il ) が設けられ，協議会には職員が不当な

制約を受けまたは受けると予想される事項を自由に表明する道

がIlIJかれている。職員中，被管理職員は， 34，000 人 (11 % 弱)に

及んでいるが，これは経蛍合理化のため恩切った人員削減策を

と っているためで、ある。

厚生存ii祉制度 わが国と大同小異であるが， 退職者の養老院

と鉄道関係の孤児を収容する孤児院があり，孤児院においては

肉親が業務上の事故または戦争により死亡した孤児 9，000 入手ピ

収容し教育を授けている。

退~.決金制度 勤続 25 年以上で 55 才以上の退職者には普通恩
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